
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

写真 □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

部・課名 管理部財務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

企業局に係る固定資産（土
地）の処分事務

契約の相手方 電算処理の有無 本人から収集 無 各課、各出先機関
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果

実施機関内部での利用

民間・私人

土地を売買契約により処分
するため

契約の相手方として適当で
あるか否かを判断し、契約
書を締結するため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

本局新庁舎建設に係る事務 プロポーザル方式の参加者 電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関

無 管理部財務課
有

他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

本局新庁舎の建設を行うた
め

庁舎内における物品の販
売、勧誘行為等による執務
の妨げを防止するため

立入許可者を特定するため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

庁舎内使用許可事務 庁舎立入許可申請者 電算処理の有無 本人から収集 無 管理部財務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

委託事業者選定のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

法定調書等作成事務 県費（委員・講師等の報酬
等）の支払いを受け源泉徴
収をされる者

電算処理の有無 本人から収集 無 各課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

所轄の税務署等に法定調書
等を提出するために作成す
るもの

所得税法等に基づく法定調
書等の提出

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/1


